
徳
島
県
都
市
公
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

徳
島
県
都
市
公
園
条
例
（
昭
和
三
十
三
年
徳
島
県
条
例
第
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
三
第
二
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
令
第
五
条
第
四
項
の
運
動
施
設
を
徳
島
県
鳴
門
総
合
運
動
公
園
に
設
け
る
場
合
に
関
す
る
当
該
条
例
で
定
め
る
範
囲
は
、
当
該
運
動
施
設
に
限
り
、
徳
島
県
鳴
門
総
合
運
動

公
園
の
敷
地
面
積
の
百
分
の
十
二
を
限
度
と
し
て
法
第
四
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
認
め
ら
れ
る
建
築
面
積
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

別
表
第
三
の
そ
の
二
の
表
陸
上
競
技
場
用
照
明
施
設
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

照
度
特

一
時
間

一
五
、
五
七
○
円

照
度
一

一
時
間

一
○
、
三
八
○
円

陸
上
競
技
場
用
照
明
施
設

照
度
二

一
時
間

五
、
一
八
○
円

照
度
三

一
時
間

三
、
一
一
○
円

照
度
四

一
時
間

二
、
二
○
○
円

別
表
第
三
備
考
第
七
項
中
「
の
「
」
を
「
及
び
陸
上
競
技
場
用
照
明
施
設
の
「
」
に
改
め
る
。

附

則

初
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徳
島
県
都
市
公
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
五
年
三
月
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

徳　

島　

県　

知　

事　
　
　
　
　

飯　
　
　
　
　

泉　
　
　
　
　

嘉　
　
　
　
　

門

徳
島
県
条
例
第
十
五
号



こ
の
条
例
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

第
一
条
の
三
第
二
項
に
た
だ
し
書
を
加
え
る
改
正
規
定

公
布
の
日

二

前
号
に
掲
げ
る
規
定
以
外
の
規
定

令
和
五
年
四
月
一
日

初
校
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